
道路美化ボランティア等企業寄附制度実施要領 

 

１ 寄附目的 

道路の美化活動を行うボランティア団体がその活動のため使用する消耗品や、県が道路

管理者として行う道路補修や道路パトロールなど道路維持管理費用への資金提供を目的と

した寄附を募り、事業財源の一部とする。 

 

２ 寄附の名称  道路美化ボランティア等企業寄附制度 

  

３ 担当課    津市広明町 13 番地 三重県県土整備部道路管理課 

  

４ 寄附期間   毎年４月から１２月までの間で随時受付 

  

５ 寄附対象者  寄附の趣旨に賛同される企業、団体（三重県内を中心に全国一円） 

  

６ 寄附金額   一口３万円 

  

７ 寄附に対する謝礼等 

寄附をした企業、団体の希望に応じて、その企業、団体名を入れたサインボード（表示板）

（B5 サイズ程度）を、ボランティア団体の活動場所や道路施設に設置する。設置・撤去は

道路管理者（各建設事務所）が行う。 

 １口３万円としており、２口分の６万円として寄附があった場合、サインボードは、道路

美化ボランティアの活動場所等にて、１年間で２か所の活動場所等へ設置する。３口分以上

の寄附であっても、設置箇所の上限を当面の間２か所／年間までとする。 

 希望に応じて、企業・団体内にて使用・掲示する用途を想定したステッカー（A4）を交付

する。 

 

８ 寄附手順 

（１）申込み方法 

  別紙「寄附申込書」により、上記３へ申し込むものとする。ただし、サインボード設置

を希望する場合は、申込前に設置場所の事前調整を行うものとする。 

（２）寄附方法 

  県が送付する納付書により所定の金融機関で振込みを行うものとする。 

 

 

 



９ 寄附金の使途 

 建設事務所名を指定して寄附することができる。ただし、詳細な場所（具体的な市町名や

番地）や用途（花植え、除草、路面清掃など）は県との調整事項とする。 

 受領した寄附については、指定のあった建設事務所に維持管理予算として配分する。また、

指定がなかった場合は、道路管理課が指定した建設事務所に維持管理予算として配分し、上

記１の目的に応じて活用する。 

 

１０ 税制上の優遇措置 

 寄附金は、法人税法第３７条第３項１号に規定する「地方公共団体に対する寄附金」に該

当するため、希望する法人には寄附金受領証明書を発行する。 

 

 

 

附則 

 この要領は、令和 6 年 4 月 1 日から適用する。 
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